
行

政

機

関

の

保

有

す

る

情

報

の

公

開

に

関

す

る

法

律

案

に

対

す

る

附

帯

決

議 

（

平

成

十

一

年

二

月

十

二

日 

衆

議

院

内

閣

委

員

会

） 

  

政

府

は

、
本

法

の

施

行

に

当

た

っ

て

は

、
次

の

諸

点

に

留

意

し

、
そ

の

運

用

に

遺

憾

な

き

を

期

す

べ

き

で

あ

る

。 

一 

開

示
・
不

開

示

の

決

定

に

つ

い

て

行

政

機

関

の

長

の

恣

意

的

な

運

用

が

行

わ

れ

な

い

よ

う

に

す

る

た

め

、
各

行

政

機

関

に

お

い

て

開

示
・
不

開

示

の

判

断

を

す

る

際

の

審

査

基

準

の

策

定

及

び

公

表

並

び

に

不

開

示

決

定

を

す

る

際

の

理

由

の

明

記

等

の

措

置

を

適

切

に

講

ず

る

こ

と

。 

一 

手

数

料

に

つ

い

て

は

、
情

報

公

開

制

度

の

利

用

の

制

約

要

因

と

な

ら

な

い

よ

う

、
実

費

の

範

囲

内

で

、
で

き

る

限

り

利

用

し

や

す

い

金

額

と

す

る

こ

と

。
た

だ

し

、
本

制

度

が

濫

用

さ

れ

な

い

よ

う

十

分

配

慮

す

る

こ

と

。 

な

お

、
開

示

の

実

施

に

係

る

手

数

料

の

額

を

定

め

る

に

当

た

っ

て

は

、
実

質

的

に

開

示

請

求

に

係

る

手

数

料

に

相

当

す

る

額

が

控

除

さ

れ

た

も

の

と

な

る

よ

う

に

す

る

こ

と

。 

一 

行

政

文

書

の

管

理

に

当

た

っ

て

は

、

情

報

公

開

制

度

が

的

確

に

機

能

す

る

よ

う

、

そ

の 

適

正

な

管

理

の

確

保

に

努

め

る

こ

と 

一 

知

る

権

利

の

法

律

へ

の

明

記

等

審

議

の

過

程

に

お

い

て

論

議

さ

れ

た

事

項

に

つ

い

て

は

、 

引

き

続

き

検

討

を

行

う

こ

と

。 

資 料 ９  



行

政

機

関

の

保

有

す

る

情

報

の

公

開

に

関

す

る

法

律

案

に

対

す

る

附

帯

決

議 

（

平

成

十

一

年

四

月

二

十

七

日 

参

議

院

総

務

委

員

会

） 

  

政

府

は

、
本

法

律

の

施

行

に

当

た

っ

て

は

、
次

の

事

項

に

留

意

し

、
そ

の

運

用

に

遺

憾

な

き

を

期

す

べ

き

で

あ

る

。 

一 

開

示
・
不

開

示

の

決

定

に

つ

い

て

行

政

機

関

の

長

の

恣

意

的

な

運

用

が

行

わ

れ

な

い

よ

う

に

す

る

た

め

、
各

行

政

機

関

に

お

い

て

開

示
・
不

開

示

の

判

断

を

す

る

際

の

審

査

基

準

の

策

定

及

び

公

表

並

び

に

不

開

示

決

定

を

す

る

際

の

理

由

の

明

記

等

の

措

置

を

適

切

に

講

ず

る

こ

と

。 

一 

手

数

料

に

つ

い

て

は

、
情

報

公

開

制

度

の

利

用

の

制

約

要

因

と

な

ら

な

い

よ

う

、
実

費

の

範

囲

内

で

、
で

き

る

限

り

利

用

し

や

す

い

金

額

と

す

る

こ

と

。
た

だ

し

、
本

制

度

が

濫

用

さ

れ

な

い

よ

う

十

分

配

慮

す

る

こ

と

。 

な

お

、
開

示

請

求

に

係

る

手

数

料

は

、
一

請

求

に

つ

き

定

額

と

し

て

内

容

的

に

関

連

の

深

い

文

書

は

一

請

求

に

ま

と

め

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

し

、
開

示

の

実

施

に

係

る

手

数

料

は

開

示

の

方

法

に

応

じ

た

額

と

し

、
ま

た

、
実

質

的

に

開

示

請

求

に

係

る

手

数

料

相

当

額

が

控

除

さ

れ

た

も

の

と

な

る

よ

う

に

す

る

こ

と

。 

一 

情

報

公

開

審

査

会

の

果

た

す

役

割

の

重

要

性

に

か

ん

が

み

、
そ

の

構

成

及

び

事

務

局

の

体

制

の

十

全

を

期

す

る

こ

と

。 

一 

情

報

公

開

制

度

が

的

確

に

機

能

す

る

よ

う

、
行

政

文

書

の

適

正

な

管

理

の

確

保

に

努

め

る



こ

と

。 

な

お

、
本

法

律

施

行

前

の

文

書

管

理

に

つ

い

て

も

、
本

法

律

の

趣

旨

を

踏

ま

え

適

正

に

行

う

こ

と

。 

一 
各

行

政

機

関

は

、
本

法

律

第

五

条

に

定

め

る

不

開

示

情

報

を

含

む

行

政

文

書

の

配

布

等

を

地

方

公

共

団

体

に

行

う

場

合

に

は

、
当

該

地

方

公

共

団

体

に

対

し

当

該

文

書

の

取

扱

い

に

つ

い

て

十

分

な

説

明

を

行

う

こ

と

。 

一 

知

る

権

利

の

法

律

へ

の

明

記

、
行

政

文

書

管

理

法

の

制

定

等

審

議

の

過

程

に

お

い

て

論

議

さ

れ

た

事

項

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

検

討

す

る

こ

と

。 

  

右

決

議

す

る

。 


